
資料1

特定事業(事業再構築)

の進捗状況についての進捗状況について



運輸局等 都道府県 特定地域　（156地域） 運輸局等 都道府県 特定地域  （156地域）

札幌交通圏、小樽市、函館交通圏、旭川交通圏、 大阪市域交通圏、北摂交通圏、河北交通圏、河南Ｂ交通圏、

苫小牧交通圏、釧路交通圏、帯広交通圏、北見交通圏 泉州交通圏、※河南交通圏

青森 青森交通圏、八戸交通圏、弘前交通圏 京都 京都市域交通圏

岩手 盛岡交通圏、花巻交通圏、一関交通圏 兵庫 神戸市域交通圏、姫路・西播磨交通圏、東播磨交通圏

宮城 仙台市、石巻市 奈良 奈良市域交通圏、※生駒交通圏、※中部交通圏

福島 福島交通圏、郡山交通圏、会津交通圏、いわき市 滋賀 大津市域交通圏、湖南交通圏、中部交通圏、湖東交通圏

秋田 秋田交通圏、横手市 和歌山 和歌山市域交通圏

山形 山形交通圏 広島交通圏、呉市Ａ、東広島市、三原市、福山交通圏、

特別区・武三交通圏、北多摩交通圏、南多摩交通圏、 ※尾道市

西多摩交通圏 鳥取 鳥取交通圏、米子交通圏、※倉吉交通圏

神奈川 京浜交通圏、県央交通圏、湘南交通圏、小田原交通圏 島根 松江交通圏、出雲交通圏

京葉交通圏、東葛交通圏、千葉交通圏、北総交通圏、 岡山 岡山市、倉敷交通圏、津山市

市原交通圏 山口 下関市、宇部市、山口市、周南市、防府市、岩国交通圏

県南中央交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏、 香川 高松交通圏、中讃交通圏

※県南東部交通圏 徳島 徳島交通圏

群馬 東毛交通圏 愛媛 松山交通圏、東予交通圏、今治交通圏

高知 高知交通圏

千葉

埼玉

四国

群馬及び

１．特定地域一覧表（平成２３年７月２１日現在）

北海道 北海道

近畿

大阪

東北

中国

広島

関東

東京
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高知 高知交通圏

福岡交通圏、北九州交通圏、筑豊交通圏、大牟田市、

茨城 水戸県央交通圏、県南交通圏、県西交通圏、※県北交通圏 久留米市

栃木 宇都宮交通圏、県南交通圏、塩那交通圏 佐賀 佐賀市、唐津市

山梨 甲府交通圏 長崎 長崎交通圏、佐世保市、諫早市
新潟交通圏、長岡交通圏、上越交通圏、三条市Ａ、新発田市
Ａ、

熊本 熊本交通圏、八代交通圏

※※柏崎市Ａ 大分 大分市、別府市

富山 富山交通圏、高岡・氷見交通圏、※砺波市Ｂ・南砺市 宮崎 宮崎交通圏、都城交通圏、延岡市

石川 金沢交通圏、南加賀交通圏 鹿児島 川薩交通圏、鹿屋交通圏、鹿児島空港交通圏、鹿児島市

長野 長野交通圏、松本交通圏、上田市Ａ、飯田市Ａ 沖縄 沖縄 沖縄本島

名古屋交通圏、知多交通圏、尾張北部交通圏、

尾張西部交通圏、西三河北部交通圏、西三河南部交通圏、

※東三河南部交通圏

静清交通圏、富士・富士宮交通圏、沼津・三島交通圏、

磐田・掛川交通圏、藤枝・焼津交通圏、伊豆交通圏、

※浜松交通圏

岐阜交通圏、大垣交通圏、高山交通圏、美濃・可児交通圏、

※※東濃西部交通圏、※※東濃東部交通圏

三重 津交通圏、松阪交通圏、※北勢交通圏

福井 福井交通圏

  　  全地域において地域計画作成済
岐阜

　　　特定事業計画申請開始

福岡

北陸
信越

新潟

中部

愛知
（全国の営業区域の総数　638地域）

※　：平成22年4月1日指定地域

静岡
※※：平成22年10月1日指定地域

群馬及び
埼玉

中・西毛交通圏

九州
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２．特定事業計画認定申請・認定状況（総括表）

Ｈ２３．１０．１現在

減車 休車

9 9 9 5 0 18 0 26 25 25

基準車両数
H20.7.11

H21.9.30 現
在の車両数

H21.10.1 ～
H22.4.25 ま
での減車車
両数□□□

H22.4.26(特
定事業計画
受付開始日)
現在車両数

事業再構築
による減車
・休車数□

H22.4.12 以
降の事業再
構築によら
ない減車数

事業再構築
による減車
・休車実施
後の車両数

基準車両数
からの減車
車両数□□

基準車両数
からの減車
率□□□□

事業再構築
による減休
車数の基準
車両数に対
する減車率

313 310 11 299 18 1 280 33 10.5% 5.8%

個人タクシー

特 定 事 業 計 画 認 定 申 請 事 業 再 構 築

対　　　象
事業者数

申　　　請
事業者数

認　　　定
事業者数対　　　象

事業者数
申　　　請
事業者数

認　　　定
事業者数

単独による
事業再構築
認定事業者

共同による
事業再構築
認定事業者

減車・休車車両数

法人タクシー
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タクシー車両
の禁煙

タクシーチ
ケットの共用

ほか

A ○ ○ 平成22年5月18日 平成22年5月26日

B ○ ○ 平成22年5月13日 平成22年5月24日

C ○ ○ 平成22年5月13日 平成22年5月24日

D アイドリングストップ 平成22年7月22日 平成22年7月29日

E ○ 平成22年4月26日 平成22年5月13日

F ○ ○ 平成22年4月26日 平成22年5月13日

G ○ ○ 平成22年4月28日 平成22年5月13日 平成23年1月12日 平成23年8月4日

H ○ 平成22年5月11日 平成22年5月17日

I アイドリングストップ 平成22年7月5日 平成22年7月20日 平成23年8月4日

合計 7社 5社 2社

個人タクシー ２５者 ２５者 チケット、禁煙 平成22年5月17日 平成22年5月26日

特定事業の進捗状況（苫小牧交通圏）

申請年月日

特定事業

法人事業者 認定年月日 変更認定年月日 変更認定年月日
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減車数
事業再構築

減車数 減車数計

A 56 56 51 6 6 50 10.71% 50

B 25 25 23 2 1 3 22 12.00% ２２年１１月１両 22

C 40 40 36 4 4 36 10.00% 36

D 5 5 5 　 0 5 0.00% 5

E 94 94 94 10 10 84 10.64% ２２年５月１０両 84

F 27 24 24 3 3 24 11.11% 24

G 22 22 22 3 3 19 13.64%
２２年５月１両
２３年１月１両
２４年１月１両

20

H 30 30 30 3 3 27 10.00%
２２年５月２両
２２年８月１両 27

I 14 14 14 1 1 13 7.14% ２３年８月１両 13

合計 313 310 299 15 18 33 280 10.54% 281

２０．７．１１現在 ２３．１０．１現在

個人タクシー 32 　 　 26

　 　　　　　※特種車両を除く

事業再構築の進捗状況（苫小牧交通圏）

法人事業者
基準車両数

平成２０年７月１１日
特定地域指定前日
平成２１年９月末

特定事業受付日
平成２２年４月２６日

２３．１０．１現在
減車時期
（再構築）

減車率
平成２３年９月３０日現在 実施後

車両数
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資料1-2

苫小牧交通圏

タクシー事業輸送実績の推移につ

いて



実車キロ（㎞）
実車率
（％）

１日１車
当り（㎞）

輸送回数（回）
１日１車
当り（回）

運送収入
（千円）

１日１車
当り（円）

昭和６０年 111,690 108,310 97.0 14,186,977 35.0 131.0 4,628,020 42.7 3,742,674 34,555

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

平成元年 111,690 105,213 94.2 15,047,334 39.4 143.0 4,634,208 44.0 3,979,325 37,822

平成８年 112,055 104,004 92.8 12,244,022 37.0 117.7 3,516,404 33.8 3,834,272 36,867

平成９年 110,646 100,948 91.2 11,068,955 35.8 109.7 3,183,871 31.5 3,679,466 36,449

平成１０年 109,321 99,552 91.1 9,846,380 33.7 98.9 2,948,972 29.6 3,321,565 33,365

平成１１年 109,406 99,658 91.1 9,126,536 32.1 91.6 2,765,377 27.7 3,115,722 31,264

平成１２年 108,677 101,901 93.8 8,729,844 31.0 85.7 2,653,993 26.0 2,990,354 29,346

(97) (96) (57) (59) (56) (58) (69) (72)
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

平成１３年 108,305 101,237 93.5 8,599,929 31.5 84.9 2,595,980 25.6 2,763,619 27,299

平成１４年 108,405 99,329 91.6 8,618,686 32.2 86.8 2,627,598 26.5 2,632,452 26,502

平成１５年 108,915 102,621 94.2 8,314,005 31.7 81.0 2,546,956 24.8 2,576,001 25,102

平成１６年 108,770 101,619 93.4 8,277,350 31.4 81.5 2,526,357 24.9 2,569,381 25,284

平成１７年 110,394 98,963 89.6 8,397,800 31.9 84.9 2,529,708 25.6 2,598,249 26,255

平成１８年 110,808 100,573 90.8 8,157,069 32.7 81.1 2,452,551 24.4 2,517,861 25,035

平成１９年 114,178 101,079 88.5 8,006,112 32.0 79.2 2,374,384 23.5 2,466,887 24,406

平成２０年 115,303 102,787 89.1 7,542,718 30.6 73.4 2,286,601 22.2 2,346,898 22,833

平成２１年 112,781 101,734 90.2 7,145,105 30.5 70.2 2,203,200 21.7 2,222,932 21,850

(94) (92) (46) (50) (46) (50) (54) (58)
(97) (96) (81) (84) (82) (85) (77) (81)

平成２２年 105,235 97,196 92.36 6,947,631 31.26 71.48 2,122,165 21.83 2,138,582 22,003

運送収入

苫小牧交通圏タクシー事業の輸送実績の推移（法人タクシー）

年度
延実在車両数

（両）
延実働車両数

（両）
実働率
（％）

実車キロ 輸送回数

1



37,822
36,867 36,449

33,365

31,264

29,346

27,299
26,502

25,102 25,284
26,255

25,035
24,406

22,833
21,850 22,003
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403398
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苫小牧交通圏の日車営収等の推移（法人タクシー）
日車営収（円） 輸送人員（万人） 運送収入（千万円） 車両数（両）

輸
送
人
員
・
運
送
収
入

日
車
営
収

 2
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苫小牧交通圏におけるタクシーの事業者数等の推移（Ｈ１＝１００）

輸送人員 運送収入 日車営収 車両数
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197379

171161

187438

172645

151782154773

173071
165313

149635
157777

154051

212519

181232

162500

163765

157542

140806
149622

162451

163783

137131

117088

131443
121565

106590110190

123050
117390

107500

112737

108643

152971

126170

112069

116082

111219 107133
116374

116531

33.46

31.35
30.61

29.77

27.51 27.94

30.24 30.51
29.66 29.43

28.44
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31.86
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28.99
28.08
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28.29
29.31 29.24
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苫小牧交通圏（一部）の輸送実績

輸送人員

運送収入（千円）
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106590110190 107500 108643 112069 111219

98862
107133
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50000

100000
実車率

事業再構築による減車登録 -13 -1 -1 -1 -1
事業再構築によらない減車登録 -4 -1 -1



資料　2

特定地域におけるタクシー事業者

の経営状況等に関する調査・監査

の実施について



 

国 自 安 第 4 2 号  

国 自 旅 第 3 4 号  

平成 23年 4月 13 日 

 

 

北海道運輸局自動車交通部長 殿 

 

 

自動車交通局安全政策課長 

自 動 車 交 通 局 旅 客 課 長 

（公印省略） 

 

特定地域におけるタクシー事業者の経営状況等に関する調査・監査の 

実施について 

 

 

タクシー事業については、長期的に需要が減少傾向にある中、地域によっては、

タクシー車両数の増加などにより収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の

問題が生じ、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難

な状況となっている。 

このような状況を踏まえ、平成 21年 10月より施行された「特定地域における

一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に基づき、

国土交通大臣が供給過剰の進行等の問題が見られる地域として指定する特定地域

においては、タクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、タクシー事業者

が特定事業と相まった事業再構築を定め、供給輸送力の減少、経営の合理化に取

り組んでいるところである。 

今般、同法附帯決議における「特定地域において協議会に参加しない事業者、

減車等に協力しない事業者に対しては、タクシー事業の適正化、活性化を推進す

る観点から、その経営状況を十分に確認する等の措置を講じること。」の趣旨を踏

まえ、下記のとおり調査・監査を実施することとしたので、対応されたい。 

また、本調査・監査を円滑かつ効率的に実施するため、地域の実情を踏まえ、

貴局において必要と判断する場合には、調査票送付前にヒアリング等を実施され

たい。 

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長あて、別添のとお

り通知したので申し添える。 

 

 



記 

1.輸送部門における対応 

(1) 協議会に参加しない事業者及び減車等に協力しない事業者など調査の対象

となる事業者リストを作成すること。 

なお、減車等が進んでいない特定地域においては、原則として当該地域内

の全事業者を対象とすること。 

(2) 当該対象事業者に対しては、道路運送法第 94条第 1項に基づき、調査票（別

紙様式を参照の上、貴局において作成すること。）を送付し、30 日程度の報

告期限を設け、必要事項を記入の上、報告するよう指示すること。 

なお、当該調査票については、最低直近の 1ヶ月分を記入させること。 

(3) 報告された当該調査票については、収支状況を確認するとともに、乗務距

離の最高限度（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）第

22 条により指定する地域に限る。）の遵守状況や拘束時間の遵守状況につい

て精査すること。 

(4) 当該調査票を基に対面調査を実施すること。 

なお、当該対面調査に当たっては、当該調査票の記入事項の根拠となる資

料（乗務記録（運輸規則第 25条第 3項に規定する記録）、点呼記録（運輸規

則第 24条第 3項に規定する記録）及びその他資料）について、当該調査票の

対象となる期間分を用意するよう指示すること。 

(5) 調査の結果、法令違反（関連書類の未提出を含む。）の疑いが生じた場合に

は、具体的な法令違反の疑いの内容を精査し、調査対象事業者に当該法令違

反について事実確認を行うとともに、改善指導を行うこと。 

(6) 調査結果に関係資料を添えて、監査部門に情報を提供すること。 

(7) 地域におけるタクシー事業の適正化、活性化の状況を踏まえ、輸送部門に

おいて必要と判断する場合には、本調査を定期的に繰り返し実施すること。 

 

2.監査部門における対応 

監査部門においては、上記 1.(6)における情報の提供を受け、「旅客自動車運

送事業の監査方針について（平成 21年 9月 29 日付け国自安第 56号、国自旅第

124 号、国自整第 50 号）」及び「旅客自動車運送事業の監査方針の細部取扱い

について（平成 21年 9月 29 日付け国自安第 57号、国自旅第 125号、国自整第

51号）」に基づき、当該事業者に対して適切な措置を講ずること。 

  



国自安第 42 号の 2 

国自旅第 34 号の 2 

平成 23年 4月 13 日 

 

 

社団法人 全国乗用自動車連合会会長 殿 

 

 

自動車交通局安全政策課長 

自 動 車 交 通 局 旅 客 課 長 

 

 

特定地域におけるタクシー事業者の経営状況等に関する調査・監査の 

実施について 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車交通部長、関東及び近畿運輸

局自動車監査指導部長並びに沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので、了知さ

れるとともに、傘下会員に対して周知徹底を図るようお願いいたします。 

（別添） 


